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1.本 稿 の課題

わが国では、いわゆる高度経済成長期に、急激な経済成長とともに、水俣病、イタイイタイ

病、四 日市喘息など、環境汚染による深刻な被害が発生した。 しかし、こうした問題に対する

訴訟の提起をきっかけとして、メディアによる大タ的な報道をともなった市民運動の盛り上が

りが、地方自治体 レベルか らはじまって、やがて中央政府 レベルにおいても環境対策を進展さ

せ、現在では産業公害に関しては先進的といわれるような環境規制が実現 している。もちろん、

このような流れが作り出されたのは、反公害運動と、それを受けとめたいくっかの地方 自治体

の先駆的な努力に負うところが大きい。だが、その背後には、次のような国民の環境意識の変

化が存在 していたように思われる(寺 西,1994:204-211)。

高度経済成長の初期には、環境問題の重大さはあまり意識されず、生活を豊かにするために

経済成長を追い求めるのは当然だという意識が支配的だった。ところが、経済成長が進展 し、

物質的な生活水準が高まるにっれ、環境汚染の深刻さが認識されるようになり、経済成長の追

求と環境問題の解決は、ある面で トレー ド・オフの関係にあり、環境問題の解決のためには、

経済成長の速度をゆるめ、ある程度の不便を忍ぶのはやむをえないという意識が成立 してきた

のではないかと考えられ る。そうした意識の転換を象徴するのが、1970年 に公害基本法が改訂

され、経済と環境の調和条項が削除されたことである。

もちろん、このような意識 レベルでの変化が、実際に生活行動の変化をもた らしたかどうか、

疑わ しい。 しかし、環境問題は、自らの生活とも関係 してお り、環境保全のためには、少々の

ことは我慢 しなければならないというような意識が定着 したか らこそ、環境対策の進展が図ら

れたと考えてよいのではないかと思われる。

これに対 して、急激な経済成長とともに、環境問題も深刻化 しっっある現在の中国において、

人々の環境問題に関する意識(以 下では、略 して 「環境意識」と呼ぶ)は どのような態様を示

しているのであろうか。それは、上述 したような トレー ド・オフを意識 し、環境配慮的な行動

をもたらすようなレベルのものなのであろうか。こうした問題関心に基づき、1995年 度社会学

部プロジェク トとして実施された中国国有企業の労働者調査において、環境意識に関する項 目

をいくっか設定 した1)。 本稿では、近年おこなわれた環境意識調査 の結果(ア ジ研,1994,
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1995;劉,1994他)と 対比 しっっ、今回の調査によって明らかになった中国労働者の環境意識

の内的構造にっいて論 じることにしたい。

II.環 境問題の現状2)

さて、今回の調査結果にっいて述べる前に、中国における環境問題の現状にっいて、簡単に

触れておくことに しよう。

中国は、いわゆる改革開放政策にともない、急激な経済成長を実現 してきた。その結果、

1978～93年 の平均で、年率9.3%と いうGNPの 伸びを達成 した。それは、当然のことなが ら、

多くの環境問題をもたらすことになった。たとえば、大気汚染を引き起 こす硫黄酸化物の総量

は、1993年 現在1795万 トン、窒素酸化物の総量は600万 トンで、それぞれ日本の20倍 、5倍 と

いう多さである。もちろん、中国の国土は広大ではあるが、工場群が集中 し、発展がめざまし

いのは、沿海部であり、主要都市の硫黄酸化物濃度は日本の3倍 程度であるという。

こうした汚染の背景にあるのは、まず中国の重化学工業中心の工業化政策がある。工業投資

に占める重化学工業投資の比率は90%と 極めて高く、1990年 の重工業化率も50%を 上回ってい

る(植 田,1995:14--15)。 重化学工業は、汚染多出型の産業が多 く、結果 として環境問題を

引き起 こすことになる。

次に、中国の場合、エネルギー消費の4分 の3を 石炭に依存 している上に、エネルギー効率

の悪い旧式の設備がかなり残存 しているために、汚染が深刻化 している側面がある。石炭をエ

ネルギー源とした場合、煤塵の排出が不可避であるだけではなく、中国産の石炭の硫黄酸化物

含有率の高さが、汚染をよりひどいものにしているのである。

このように、中国では、いわゆる産業公害が中心的な問題ではあるが、近年都市化の進行と

ともに、都市型の環境問題も無視できなくなってきている。旧式で整備不良の自動車による排

ガス汚染、生活系のごみの増加などが、大都市を中心に問題化 しっっあるのである。

その背景には、経済成長による所得の上昇にともない、耐久消費財の保有を中核とした西欧

的 ・大衆社会的な生活様式が急速に普及 しっっあるという事態が存在 している。今回の調査に

おいても、対象者の79%が 洗濯機を、87%が 冷蔵庫を、そして17%が エアコンを所有 している。

中国の労働者の平均賃金は、1993年 時点で、3371元 、 ドルに換算すると585ド ルであるが(1

ドル=5.76元 で換算)、 購買力平価でみるとその4倍 ぐらいの価値があるという推計もなされ

ている。とすると、日本でいえば、1950年 代前半の都市労働者の所得水準に近い(中 村,1993:

14)。 ところが、日本では、東京近郊です ら、1960年 段階では、洗濯機は36%、 冷蔵庫にいたっ

てはわずか13%の 家庭にしか普及 していない。これらの普及率がともに70%を 越えるようになっ

たのは、60年 代 なかばである(山 口,1985:64--66)。 所得の国際比較はむずか しい要素が多

いが、この事実は、中国の場合、 日本に比べてはるかに所得水準の低い段階において耐久消費

財が普及 しっっあるということを示唆する。

そして、このことは、エネルギー消費の構成をも変えっっある。電力消費にっいてみても、

1980年 には民生用は全体の3%程 度にすぎなかったものが、92年には、8%を 越えるようになっ
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てきているのである。

旺盛な消費欲求は、今後も減退する可能性は薄いであろう。む しろ、沿岸部か ら、内陸部へ

と拡大 していくことが目にみえている。とすれば、それは、エネルギー需要の増大を加速化さ

せ、当然のことながら硫黄酸化物、二酸化炭素などの排出量の爆発的な増加をもたらす危険性

も高い。もちろん、こうした欲求の抑制を、既に大衆社会的な生活様式を享受 している日本人

が求めることは、不公平のそ しりを免れない。 しかし、何 らかのソフ トランディングの方策を

模索 しなければ、過去の日本と同 じような環境問題の激甚化、そ して地球温暖化への悪影響は

避けがたい。そのためには、自らの消費の拡大が、環境問題に結びっいており、その解決のた

めには生活面での抑制が求められるといった環境問題に対す る認識が、ある程度浸透 していく

ことが必要であろう。中国の労働者の中にそうした環境意識が成立 しているのか、今回の調査

結果をみていくことにしよう。

III.環 境意識の内的構造

1.調 査の概要3)

今回の調査は、中国社会科学院、中国工運学院、中国総工会4)、および各企業の工会の協力

のもと、1995年6月 に実施 された。調査の対象者は、A社(大 連、石油化学)、B社(北 京郊

外、石油化学およびじゅうたん製造)、C社(温 州、発電)、D社(温 州、グラスファイバー製

品製造など)、E社(深 別、工作機械製造など)、F社(深 刎、電子部品製造)、G社(深 馴、

建設業)の 国有企業7社 の従業員である。A、B、C社 にっいては、系統抽出による対象者に

対 して集合調査がおこなわれ、D社 の場合は企業の工会を通 じて、E、F、G社 にっいては深

馴総工会を通 じて、調査票が配布された。配布総数1400、 回収数1236、 回収率は83.3%で あっ

た。各企業ごとの回答者数、その属性などにっいては、比較社会変動研究会(1996)の 巻末の

付録を参照されたい。

2.規 範的環境意識の高さ5)

まずはじめに、単純集計の結果か ら、環境意識の態様をみてい くことにしよう6)。今回の調

査では、環境問題の解決と経済成長、生活向上との トレー ド・オフに関 して3っ の項目でたず

ねている(後 掲の表6～8参 照)。

第1が 、環境保護対策のために生 じる生産コス トの上昇、商品の値上げにっいてどのように

評価するかという質問である(Q20)。 これに賛成 したのが53%、 反対は12%、 は っきりいえ

ないと答えたのが35%で あった。

第2に 、環境汚染を防止するために経済発展の速度を遅 くしてもよいかどうかたずねたが

(Q21)、 遅くすることに理解を示す というのが82%、 経済発展を堅持すべきだというのが18

%で あった。

第3の 質問は、環境保護のために電力の使用制限はやむをえないかというものだが(Q22)、

やむをえないとするのが45%な のに対 し、制限すべきでないというのが55%で あった。

これ ら3項 目に対する回答を見ると、自身の生活から最も遠いと考えられる経済成長と環境
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保護の トレー ド・オフに関する質問に対 しては、環境保護のために経済成長を遅 くするのはや

むをえないと答えた人が8割 を越すのに対 し、より生活に関係すると思われる商品の値上げ、

電力の使用制限に賛成する人は、4～5割 と、あまり多くない。っまり、環境保護は必要だと

認識 していても、自分の生活に影響が及ぶのは困ると考える人が多いと推測されるのである。

とりわけ、中国では、急激な経済成長に、電力の供給が追いっかず、電力不足が深刻化 し、

都市部、特に沿岸部の都市では、夏場に停電などの事態が頻発 しているといわれる7)。したが っ

て、電力の使用制限に対する抵抗感が強いのだと思われる。

自分の生活に関係する問題にっいては抵抗感が強いということは、下記の項 目が環境問題と

どの程度関係す るかをたずねたQ23、 下記の項 目が環境問題の解決にどの程度重要かたずねた

Q24の 単純集計の結果か らも裏付けられ る。

まず、Q23に っいて 「関係あり」、「やや関係あり」を合わせた割合をみると、政府の環境

政策の不備(Q2301)が94%、 企業の環境対策の不備(Q2302)が92%、 国民消費の拡大(Q

2303)が66%、 国民の認識の欠如(Q2304)が93%と なっている。

同様に、Q24に っいても 「たいへん重要」、「かなり重要」を合わせた割合をみ ると、政府

の環境規制の強化(Q2401)が99%、 企業の環境対策(Q2402)が95%、 技術開発の促進(Q

2403)が91%、 大衆運動の展開(Q2404)が88%、 国民の認識 と行動(Q2405)が94%と なっ

ている。

このように、ほとんどの項 目に対 して、特に国民の認識と行動、大衆運動にっいても、9割

の人が関係がある、重要であると答えている。こうした回答の状況からすると、これ らの質問

に対 して、「建て前」を答えたのではないかという疑いが生 じる。党や政府が環境問題を重視

しているため、近年、中国のマスメディアでは環境問題をかなり取り上げている。そのため、

国民の間にも、少なくとも 「環境問題が重要視されている」という認識は浸透 しているようで

ある。上記のような回答傾向は、こうした上からの情報によって形成された規範的な環境意識

(大塚,1996:16)を 反映しているとみることもできる。

この点で注 目すべきは、国民消費の拡大が環境問題 と関係 していると答えた人が7割 に満た

ないことである(後 掲の表9参 照)。 逆に、3割 近 くの人が、「あまり関係ない」、「無関係」

と答えている。これは、どのように解釈すべきであろうか。

国民の環境問題に対する認識と行動が、環境問題に関係 し、その解決にとって重要であると

する人が、ともに9割 を越 していることからすれば、本当に消費の拡大が環境問題と関係がな

いと考えているわけではないと思われる。Q20、Q22に おいて、商品の値上げ、電力の使用制

限といった消費の抑制にっながる方策に対 して反対である人が多くみられたように、消費の拡

大が環境問題の悪化と関係 していると思いっっも、自分自身の生活向上が妨げられることに対

しては、抵抗感が強いのではないかと、解釈される。

これに対 して、解決の主体として最も重要だと考えられているのは、政府である。政府の環

境政策が不備だと考える人が7割 、政府の環境規制が大変重要だと考える人が8割 以上と、他

の項目に比 して、圧倒的に多いのである。結局、自らの消費の拡大を抑制されることは望まず、
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政府に環境問題を解決 してもらうという、お上任せの態度を示す人が、かなり存在 していると

考えることができよう。

3.環 境意識の内的構造

次に、これ らの質問の回答間に関連性があるのか、みていくことに しよう。Q20～22の 間の

クロス集計をとると、Q20で 商品の値上げもやむをえないと考えている人の方が、そうでない

人よりも、経済発展の抑制(Q21)や 、電力の使用制限(Q22)も やむをえないと考えている

人の割合が高 く、経済発展の抑制もやむをえないと考えている人の方が、そうでない人に比 し

て、商品の値上げをやむをえないと考えている人の割合が高いのである(い ずれも、P〈.01)。

したがって、これ らの トレー ド・オフの認識にはある程度の一貫性が存在 している。ところが、

商品の値上げや経済発展の抑制をやむをえないと答えている人でも、電力の使用制限さえもや

むをえないと答えている人は、ほぼ半数にとどまる(表1、2参 照)。 っまり、前述 した電力

の使用制限に対する抵抗感はそれだけ強いのだといえよう。

次に、Q23、24の ほとんどの項 目の間には、正の相関がみられる。特に、Q24の 場合、それ

ぞれの項 目間にかな り強い相関がある。相関がないのは、Q2303(国 民消費の拡大)と 、

Q2301(政 府の環境政策の不備)、Q2401(環 境規制の強化)と の間だけである。そこで、

Q2303とQ2301、2401と のクロス集計をおこなうと、政府の環境政策の不備が環境問題 と関係

する(Q2301)、 あるいは環境管理の強化が重要(Q2401)と 答えた人の方がそうでない人に

比べて国民消費の拡大が関係する(Q2303)と いう人の割合が高いものの、「あまり関係 しな

い」、「無関係」と答える人も無視できない数である(表3、4参 照)。 したが って、環境問題

が消費の拡大と関係するという認識と、政府の政策が関係するという認識は相互に独立 してい

ると考えられる。

このことは、Q2403(技 術開発の促進)を 除いたQ23、24の 項 目にっいておこなった主成分

分析の結果にもあ らわれている(こ の場合、「よくわか らない」との回答は除外 してある)。図

1は 、直接斜交解の因子付加量のプロットである。これをみると、Q2301(政 府の環境政策の

不備)、Q2302(企 業の環境政策の不備)、Q2401(環 境規制の強化)、Q2402(企 業の環境対

策)が 第1軸 に、Q2303(国 民消費の拡大)、Q2304(国 民の認識不足)、Q2404(大 衆運動)、

Q2405(国 民の認識と行動)が 第2軸 に近接 していることがわかる。 したが って、第1軸 は、

政府 ・企業の対策を重視する因子で、第2軸 は、個人の認識と行動を重視ずる因子だと考えら

れる。両者の間に相関はみ られるものの、独立 した因子として析出されたことか らして、政府・

企業の対策を重視する意識と、個人の認識 ・行動を重視する意識とは、相対的に独立 している

と考えてよい。そ して、このことは、政府 ・企業に原因を帰属させ るような意識を規定する属

性と、個人の行動に原因を帰属させるような属性が異なるということを示唆す る。

4.不 満を反映 した環境意識

では、これらの因子を規定するような属性は何なのであろうか。性別、年令、学歴、所属企

業、職位、政治的立場といった本人の基礎的な属性との分散分析をおこなってみ ると、政府 ・

企業重視の因子にっいて、有意な連関が見 られたのは、性別、所属企業(い ずれも、P〈.01)
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表1商 品値上げ(Q20)と 電力使用制限(Q22)

限

成

制

賛

制

反

限

対
十
二
一一口

値上げ賛成

反対

わからない

311

(50.2)

51

(37.2)

156

(39.1)

308

(49.8)

86

(62.8)

243

(60.9)

619

137

399

十…面 518

(44.8)

637

(55.2)

1155

(p〈.01,missing=・81)

表2経 済 発 展(Q21)と 電 力 使 用 制 限(Q22)

限

成

制

賛

制

反

限

対
十一言口

発展減速

発展堅持

469

(49.9)

49

(23.7)

470

(50.1)

158

(76.3)

939

207

十二二
口 518

(45.2)

628

(54.8)

1146

(p〈.01,missing=90)
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表3政 府の対策の不備(Q2301)と 国民消費の拡大(Q2303)に 関す る認知

消費拡大 あ ま り
やや関係

が 関 係 関係なし
無 関 係 十二一両

政府の対策の

不備が関係

やや関係

あまり関係

なし+無 関係

271

(33.1)

69

(26.4)

4

(28.6)

286

(35.0)

123

(47.1)

3

(21.4)

191

(23.3)

49

(18.8)

5

(35.7)

70

(8.6)

20

(7.7)

2

(14.3)

818

261

14

十二二口 344

(31.5)

412

(37.7)

245

(22.4)

92

(8.4)

1093

(p〈.01,missing=・143)

表4政 府 の 規 制 強 化(Q2401)と 国 民 消 費 の 拡 大(Q2303)に 関 す る認 知

消費拡大 あ ま りやや関係

が 関 係 関係なし
無 関 係 十

二
一
一ロ

規制強化

大変重要

かなり

重要

あまり

重要でない

316

(33.3)

33

(20.6)

1

(20.0)

335

(35.3)

83

(51.9)

2

(40.0)

214

(22.6)

27

(16.9)

2

(40.0)

83

(8.8)

17

(10.6)

948

160

5

十一言口 350

(31.4)

420

(37.7)

243

(21.8)

100

(9.0)

1113

(p〈.01,missing・=123)

一97-一



総 合 研 究 所 所 報

1.0

.5

0.0

一
.5

因
子
2

-1 .0
-1 .0-.50.0.51.0

因子1

図1環 境意識項 目の主成分分析結果

のみである。そこで、政府 ・企業重視の因子得点で、政府 ・企業の責任を重視する人とそうで

ない人々とを分け、所属企業ごとにその割合をみてみると、大連A、 北京B、 温州C、 深馴E

といった企業群でそうした傾向が強い、ということがわかる。概 して、企業改革が遅れている

北方の企業群の従業員の方が、政府や企業の対策を重視している傾向があるわけである。

こうした人々が、政府 ・企業の責任を重視するということは、彼らの環境問題に対する認識

が高いことを意味 しているのであろうか。Q20、Q21と の関連をみる限りでは、政府 ・企業の

責任を重視する人々の方が、経済成長の鈍化、製品の値上げなどをやむをえないと考えており、

環境問題に対す る認識が高いようにみえる。 しか し、Q22と のクロス表(表5)で は、2群 の

人々の間に電力の使用制限に反対する傾向に差はない。とすれば、政府 ・企業の責任を重視す

る人の環境問題に対す る認識が、必ず しも高いとはいえないのではないか、という疑いが生じ

る。そこで、他の態度、意識項 目との関係にっいて、クロス集計をおこなって、検討 してみた。

全体として、明確な差異(P<.05)が あらわれた項 目は多 くはないが、政府 ・企業の環境

対策を重視する人々は、賃金の決定において年令や勤務年数を重視するのが望ましいと考える

傾向がある(Q34)一 方で、概 して、企業制度改革にっいては、賛成する割合が高い。っまり、

集団契約の実施(Q41)、 契約工制度の導入(Q48)、 雇用制度改革(Q49)、 奨励金のカ ット

(Q50)、 人員削減措置(Q51)と いった制度改革に賛成する傾向にあるのである。ところが、

彼 らは、企業改革が現実には十分に進展 していないと考えている。企業改革と呼べるようなも

のはほとんどないと考え(Q60)、 国有企業改革の進展が遅いという意見に賛成する割合が高

い(Q7303)上 に、自分が属する企業の改革措置(Q7210)、 労働法の実施状況(Q7214)に

q2303c

q2405cロq2404c

口q2304c

口 口

■

q2402c
口

q2401c
口 q2402c1

口

q2301c
口

■

9

■
1 ■ 1 ■
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平岡:中 国国有企業従業員の環境意識の構造

表5政 府 ・企業の対応の重視度と電力削減への賛否

減

成

削

賛

減

対

削

反
十一言口

政府 ・企業

対応重視

269

(46.5)

310

(53.5)

579

重視せず 195

(46.8)

222

(53.2)

417

十二=
口 464

(46.6)

532

(53.4)

996

(missing=240)

満足 していない。そ して、このような改革の進展の遅れのために、国有企業と非国有企業の待

遇は本来平等であるべき(Q7301)に もかかわ らず、格差が生 じているのは不公平であり(Q

36;Q37に っいては、P=.083)、 国有企業において本来主人公であるべき従業員の地位は有

名無実になってしまった(Q7302)と 考えているのである。

さらに、与謝野有紀氏の作成 した権威主義を示す尺度(与 謝野,1996)、 高田利武氏の作成

した相互独立的自己観を示す尺度(高 田,1996)と の関係をみると、興味深いことがわかる。

権威主義は、一般的に外部の権威に自己の判断基準をおく性向のことであるが、与謝野氏は、

他の国での調査結果とは異なり、中国人の場合、この権威主義が2つ の因子に分かれることを

明らかにした。ひとっは、伝統や権威に盲従する 「普遍的権威主義」と名付けるべきもので、

もうひとっは高い地位の権威への盲 目的服従を示す 「ヒエラルヒー絶対主義」と呼ぶべき因子

である。この2つ の尺度得点と政府 ・企業の環境対策を重視する因子との相関をとると、政府・

企業の責任を重視す る人ほど、これ らの尺度の得点がいずれも低 くなる、っまり、権威主義が

弱い傾向にあるのである。

また、 「相互独立的自己観」とは、高田氏によれば、個人は他者か ら分離 しており、他者か

ら独立 して独自性を主張することが必要だとする自己認識(高 田,1996:74)で あり、 日本人

に比 して、中国人の方がこうした自己観が強いという。ところが、政府 ・企業の環境対策を重

視する人ほど、こうした自己認識が薄い傾向にある。

だが、与謝野氏、高田氏によれば、年令が高くなるほど、権威主義も相互独立的自己観 も強

くなる。そこで、これ ら2つ の特性と政府 ・企業責任重視の性向との関係は見かけ上のもので

ある可能性がある。 しか し、年令をコン トロール しても、有意な相関がある(い ずれも、p
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<.01)。 したがって、政府 ・企業の責任を重視する人ほど、権威主義的性向が弱く、相互独

立的自己認識が薄い傾向にあるといえる。

これまでの検討結果からすれば、政府 ・企業の対策を重視す る人々は、権威主義的ではなく、

相互独立的な自己観が弱い。そ して、企業改革には積極的に見える一方で、賃金決定に際 して

は、職務や能力より、年令や勤務年数を重視すべきであるにもかかわ らず、従業員が国有企業

において主人公でなくなりっっあると思っている。ということは、彼 らが、政府や企業に環境

問題の原因を求め、その対策の強化を望むのは、環境問題に関心が高く、危機感が強いからだ

とは考えにくい。彼 らは、社会主義市場経済の深化の過程で、国有企業と非国有企業との間に

格差が生 じている現状に対 し、不満を抱いており、それが、本来労働者を優遇すべき共産党、

政府、国有企業などの対応に起因すると思 っている。 したがって、彼 らは、もともと外部の権

威に対する依存性が高い人々であるが、自分たちの生活を十分に保証 してくれない政府や企業

に対す る不満が大きいために、環境問題にっいても政府 ・企業の責任を重視する回答をしたに

すぎない、と考えられる。

こうした意識のあり方は、松戸武彦氏が指摘 した 「社会保障体系としての企業」という労働

者意識と照応す る(松 戸,1991)。 っまり、中国の労働者にとって、企業は、 自らの能力や業

績に関わりなく、平等な生活を保証 してくれる場という認識が強い8)。ところが、社会主義市

場経済の進展によって、地域間、また非国有企業一国有企業間の待遇格差が急速に拡大 しっっ

ある。本来平等を保証 して くれるはずの政府、企業が十分な対応を していないがゆえに、自分

は不公平な待遇を受けているという意識が、政府 ・企業の対策を重視す るような態度を生み出

している、と考えることができる。このことは、改革が進展 していない北方の企業群の方が、

政府 ・企業の対策を重視する人の割合が高いことによっても裏付けられるであろう。

5.環 境意識の未結晶化

次に、もう一つの個人の対応重視の因子にっいても、政府 ・企業の対応重視の因子と同様に、

基本属性にっいて分散分析をおこなったが、関連があるのは所属企業のみであった(P〈.01)。

そこで、同様に個人の対応重視の因子得点で、個人の責任を重視する人とそうでない人々とを

分け、所属企業とのクロス表をとると、北京B、 温州C、 深馴E、 深馴Gと いった企業に所属

する人々が個人の責任を重視する傾向が強いことがわかる。政府 ・企業の対応重視の因子の場

合は、概 して北方の企業改革が遅れた企業に、それを重視する人が多かったのに対 し、この因

子の場合には、必ず しもそうとはいえない。っまり、企業改革の進展と個人の環境対策重視の

性向との間には関係がない可能性がある。そこで、企業改革に対する賛否も含めて、他の属性、

態度 ・意識項目との間とのクロス集計をおこなってみた。ところが、いずれの項 目とも有意な

関係がみえてこない。っまり、個人の対応を重視するのはどういう人々なのか、明瞭ではない

のである。

このことは、現在の中国では、個人の対応が重要だという意識を生 じせ しめるような特定の

属性、態度などが、まだ存在 しないという可能性を示唆する。いいかえれば、環境問題は個人

の生活 とも関連 しており、環境に配慮 した生活様式が望ましいと考えるような人々が、一定の

一100一



平岡:中 国国有企業従業員の環境意識の構造

まとまりをもった層として出現 していないということでもある9)。

一般に、環境問題の解決において個人の対応が重要であるという認識は、政府 ・企業が環境

問題に対応すべきだという意識よりも遅れて成立するように思われる。先にみたように、政府・

企業の対策を重視する意識す ら、政府 ・企業が自分たちの生活欲求を満たすべきなのに、十分

満たしてくれていないという不満から生じているとす るならば、自分たちの生活を少々犠牲に

しても環境問題に取り組むべきだという意識が生まれていないのも当然だといえよう。

IV.他 の調査結果 との比較

1.中 国における調査

次に、今回の調査結果を、他の環境意識調査と対比 してみることに しよう。まず、本調査の

質問項 目に関 して参考に したアジア経済研究所(以 下、「アジ研」と略称)の 中国調査である

(アジ研,1995;大 塚,1996)。 この調査は、アジ研が、中国国家科学技術委員会中国科技促

進発展研究中心と中国経済体制改革研究会調研室の協力を得て、1994年 の11月 から12月にかけ

て実施 したものである。調査は、北京、上海の旧城(旧 市街地)と 郊外3地 域の18歳 以上の住

民か ら系統抽出された約2600人 を対象にして、訪問調査によって行われた。

この調査と奈良大学の調査では、対象者、標本抽出、調査の方法だけでなく、質問文も異な

るために、厳密な比較は困難である。 しか しなが ら、今回の調査の結果にっいて、より深い解

釈が可能になる面があるので、簡単な比較を試みることにしよう。

表6～9は 、奈良大学の中国調査のうち、Q20～Q22とQ2303の 結果を、アジ研の中国調査、

そ して後述する日本での調査の結果と対比 したものである。なお、アジ研の調査結果(1995)

は、各地域ごとの単純集計結果 しか示されていないので、北京、上海の旧城分の結果のみを記

載 した。また、無回答を含めて比率を計算 しているため、合計が100%に ならないので、注意

されたい。

これをみると、まずQ20～Q22に ついては、概してアジ研の対象者の方が、環境保護のため

に経済発展や生活に制約がかかることに対して、否定的であることがわかる。Q20の 場合、選

択肢がやや異なるが、商品の値上げに反対である人の割合が、奈良大調査の対象者の倍近 くに

なっているのである。その一方で、Q2303の 回答をみると、人々の消費の拡大が環境問題と関

係あるとする人の割合が、北京、上海とも83%で 、奈良大調査の66%を 大幅に上回っている。

っまり、アジ研調査の対象者は、消費の拡大が環境問題の一因になっているという認識が強い

一方で、生活などへの規制に対 して抵抗感が大きいというわけである。

もちろん、両調査の対象者はかなり異なる。奈良大調査の場合は、全員が国有企業の従業員

であるが、アジ研調査の場合、国有企業に属 しているのは約半数であり、退職者が、北京で24

%、 上海で33%含 まれているのも特徴的である。一一般に、国有企業 という伝統的な職場に所属

している人々の方が保守的な意識をもっていると思われ るので、奈良大調査の対象者の方が、

より優等生的、規範的な回答が多いのではないかと、推測される。とすれば、伝統的な国有企

業の枠がゆるんでいくにっれ、環境保護のためにせよ、自らの生活を規制されることに否定的
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な意識が強 く表由され る可能性も高いといわねばならない。アジ研調査の担当者の一人である

大塚健司氏も、「環境保護重視という規範意識は浸透 しても個人の生活 レベルでの協力を得る

のは容易ではない」と、思量 しているのである(大 塚,1996:16)。

また、それ以外にも、アジ研調査は、興味深い結果を示 している。 この調査では、奈良大調

査とは異なり、環境問題の解決に大切である事柄について、その順序をたずねている。それに

よると、第1、 第2順 位にあげられ る割合が高いのは、「環境法規」、「環境教育」、「一人一

人の努力」で、「住民の運動」をあげた人は、数%に すぎない。これに対 して、奈良大調査で

は、事項ごとに重要かどうかたずねる形式になっているため、住民の運動が重要であると答え

た人は9割 近 くにのぼっている。この2つ の結果を対比すると、中国の国民は、実際には住民

の運動をあまり重視 していないと考えられる。やはり、社会主義体制のもとでは、住民が自主

的に運動を組織するというのは現実性に乏 しいと考え られるのである。

表6環 境保護のための商品値上げ(Q20) (%)

海

研

上

ジァ

京北

大良奈 日 本

賛 成

反 対

わか らない

(場合 による)

53

12

35

20

28

51

18

23

59

54

21

24

回答数 1178 997 1006 103

表7環 境保護と経済発展(Q21) (%)

海

研

上

ジァ

京北

大良奈 日 本

発展の遅れ
やむなし

環境汚染
やむなし

82

18

50

49

56

43

86

14

回答数 1161 997 1006 102
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表8環 境保護のための電力使用制限(Q22) (%)

奈 良 大 本日

海

研

上

ジァ

京北

使用制限
やむなし

制限反対

45

55

37

63

35

65

78

21

回答数 1161 997 1006 102

表9環 境保護と国民消費の拡大の関係(Q2303) (%)

奈 良 大 本日

海

研

上

ジア

京北

消 費 拡 大
関 係 あ り

や や 関 係

あ ま り

関係 な し

無 関 係

わからない

0

ハ
b

1

0
U

O
O

2

Q
)

=
」

に
σ

8

9
臼

」4

0
U

-
⊥

0

00

34

33

11

一

4

G
O

-
↓

-
↓

4

4

1

-
↓

鴻4

回答数 1161 997 1006 109
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中国国民の環境意識に関 しては、中国人民大学の劉大椿氏らも調査 している(劉,1995)。

調査は、1993年11月 か ら94年4月 にかけて訪問調査によっておこなわれている。対象者は全国

にわた っており、実施 した600票 のうち、有効回答は516票 であった。

この調査で、奈良大調査と対比できるのは、環境保護より経済発展の方が重要であるかとい

う設問である。その問いに対 して、経済発展の方が重要であると答えた人が42%に 達 している。

質問の形式が異なるので、単純な比較はできないにせよ、農村部も含まれていると思われる調

査において、経済発展重視の回答が多いという事実は、開発の遅れている地域においては、環

境保護のために経済発展が制約されることに対する抵抗感が非常に大きいのではないかという

ことを推測させるのである。

2.タ イにおける調査

また、アジ研では、タイにおいても、タマサー ト大学の研究者の協力を得て、環境意識の調

査をおこなっている(ア ジ研,1995;船 津,1996)。 調査時期は、1994年 の9月 か ら12月、調

査地域は、バ ンコク首都圏のほか、都市部、農村部各4地 域で、総計3139人 から回答を得てい

る。

この調査の質問項 目は、同 じアジ研の中国調査ともかなり違ってお り、対比しうるものはあ

まり多くない。ここでは、次の2点 に注目した。第1は 、経済開発と環境保護とどちらが重要

かという質問である。 これに対 して、「経済発展」と答えた人の割合は、バ ンコク首都圏で25

%、 他の都市部、農村部では、概 してこれより高く、特に中部農村部では45%に 達 している。

っまり、タイでは、開発の遅れている農村部では経済発展への指向性は強いものの、開発が進

み、自動車公害など、都市型の環境問題が深刻化 しているバ ンコク首都圏では、その傾向が弱

まっていると考えられる。ところが、同じアジ研の中国調査においては、北京、上海の市街地

で、「経済発展の速度を維持すべき」という選択肢を選んだ人が4割 を越えている(表7参 照)。

質問文が違うので、厳密なことはいえないが、中国の場合、北京、上海 という大都市において

も、依然経済発展への指向性は根強いのではないかと推測されるのである。

第2に 注 目すべきなのは、環境問題の解決に最も有効な方法についてたずねた項目で、2～

3割 の人が 「住民が集まって環境保護団体をっ くる」という選択肢を選んでいることである。

また、環境被害にあったとき一番解決の助けになるものはという設問に対 して、「民衆の組織」

と答えた人が、やはり2～4割 おり、特に都市部においてその割合が高い。 これは、先述 した

アジ研の中国調査では、数%の 人 しか 「住民の運動」を選択 していない事実と対照的である。

タイの場合でも、いわゆる先進国に比べれば、民主化が進展 しているとはいえない部分がある

と思われるが、やはり社会主義体制とは状況が大幅に異なるのである。

3.日 本における調査

さらに、1995年 の夏に、日本で今回の中国調査とほぼ同様の質問紙を使っておこなわれた調

査の結果(N=111)と 比較 してみよう。これは、奈良大学の授業を受講 した学生を通して試

験的に実施 したものなので、サンプリングにはかなり問題があるが、おおよその目安をっける

ために用いることは許されるだろう。
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それによれば、中国での調査結果と大きく異なるのは、以下の項目である(表8、9参 照)。

まず、電力使用の制限(Q22)に 賛成するのは、日本側が8割 近いのに対 し、中国側は5割 に

満たない。また、国民消費の拡大が環境問題と関係すると考える人(Q2303)が 、日本ではや

はり8割 を越えるのに対 し、中国では55%程 度に過ぎない。っまり、環境保全が自らの生活に

密着 した問題であり、そのために生活面で少々の不便が生 じてもやむをえないとする意識は、

たとえ建て前であるにせよ、日本の方がかなり強いのである。

これに対 して、中国側の方が割合が高いのは、環境問題の原因が政府(Q2301)、 企業(Q

2302)、 国民の認識欠如(Q2304)に あるとする回答である。また、政府 の対策の強化

(Q2401)、 技術開発の促進(Q2403)が 重要だとす る回答も中国側の方が多い。このことか

らも、中国においては、自らの外部への依存性が強いと考えられるのである。

もちろん、日本と中国では、直面 している環境問題がかなり異なる。 日本の場合、現在ごみ

問題が深刻化 しているがゆえに、生活と環境問題の密接性がかなり意識されていることは間違

いない。他方、先述 したように、中国における環境問題の中心は、急速な経済成長にともなう

産業公害であろう。 したがって、環境問題は、自らの問題というより、政府 ・企業の問題だと

いう意識が強 くともやむをえない側面がある。 しか し、こうした環境問題の歴史的な位相の違

いがあるにせよ、今回の調査結果から推測すると、中国における環境問題の認識は、中国人の

政府 ・企業への依存傾向によって規定されている側面が大きい。このことは、必ず しも環境問

題自体に対する関心、あるいは環境問題に対する危機感が高 くなってはいないのではないか、

という疑いをいだかせる。

このことは、日本における過去の環境意識に関する調査の結果と対比することによっても、

ある程度裏付けられる。ここで、参照するのは、総理府によって実施された1966年 の 「公害、

都市公園に関する世論調査」と71年 の 「公害問題に関する世論調査」である。両調査には、

「産業発展のためには、公害発生はやむを得ないか、絶対許すことはできないか」という同 じ

質問項 目が存在 している。66年 の場合、「やむを得ない」が29。3%、 「絶対許せない」が27.4%、

「被害の程度による」が37.7%で あった。これが、71年 になると、「やむを得ない」が13.2%に 、

「被害の程度による」が28.3%に 減ったのに対 して、「絶対許せない」が48.3%に まで増加 して

いる。後者の対象者が全国の20歳 以上の男女なのに対 し、前者の場合は、人口10万 人以上の都

市の人口集中地区に居住 した20～69歳 の男女なので、厳密な比較は困難だが、公害問題に対す

る世論が盛 り上がった1970年 前後の時期に、 日本では経済発展か ら環境保護へと住民の意識が

転換 していったことが読みとれるのである。

これに対 して、比較的建て前的な回答をしたのではないかと推測される奈良大の中国調査で

も、経済発展を重視する回答を した人が18.3%存 在 している。もちろん、先に述べたように中

国の労働者の所得水準はまだ日本の1950年 代前半の レベルと推測されるので、中国の方が同程

度の所得水準の段階で、環境意識が高いという評価もできよう。だが、耐久消費財の普及水準

か らみれば、 日本の60年代なかばの レベルに達 している。それにもかかわらず、彼らの環境意

識が規範的なレベルにとどまり、環境保護のために個人の生活の制約もやむな しとするような
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意識が結晶化 していない状況にある。 しかも、より革新的な意識をもっている可能性のあるア

ジ研調査の対象者の方が、経済発展への希求性をより強く表明している事実から考えるならば、

現段階では、中国において環境保護を重視する性向を実質的に担いうる層が析出されていると

はいいがたいのではないかと思われる。

V.結 論

以上みてきたことをまとめるならば、次のようにいうことができる。中国の国有企業労働者

の環境問題に対する認識は一見すると高いようにみえる。 しかし、内実は、政府 ・企業に原因

を帰属させ、こうした主体に対応を任せるような傾向が強い。そうした意識は彼らの政府 ・企

業に対する依存的な意識から生 じてお り、環境問題に対する危機意識から生 じているとはいえ

ないようである。また、自らの生活様式が環境問題の原因となっているという意識はやや薄く、

環境問題の解決のために生活に制約を課せ られることには抵抗感が強い。そして、現段階では、

環境配慮的な意識をもった層が一定のまとまりをもったものとして析出されてはいない、とい

うことである。

広瀬幸雄氏が紹介 している環境配慮的な行動に関するモデル(広 瀬,1995:44)に よれば、

環境配慮的な意図を規定する要因として、環境 リスクの認知と原因帰属認知があげられている。

しかし、上記のような推測が正 しいとすれば、現代の中国においては、環境 リスクの認知が低

く、政府 ・企業など外部への原因帰属の意識が優勢であると考えられる。 したがって、耐久消

費財などに対する消費欲求も高いと思われるので、当面は環境配慮的な意図が形成される可能

性は低いといわざるをえない。

こうした推論は、ダンラップの研究(ダ ンラップ,1992)に よっても裏打ちされる。彼によ

れば、アメリカにおいて環境問題に対する危機意識は、1960年 代後半から高まりは じめたが、

それが完全に人々の中に定着 したのは近年である。っまり、アメリカにおいても環境意識が成

熟するのに、20年 近い年月がかか っているのである。このことからすれば、中国においても環

境意識が成熟化するのにかなり時間がかかると思われる。 しかも、今回の調査では、大衆消費

社会的な生活様式を体現 しっっある中国の都市労働者層のみが対象であった。彼らの背後には、

これからそうした生活様式を取 り入れることになるであろう大量の農村人口が存在する。これ

まで述べたように、都市労働者の意識が規範的なものにとどまっており、個人の対応をうなが

すような意識がいまだ形成されていないとすれば、農村の人々の経済発展への希求性はより強

く、環境意識はさらに低いものと考えねばならない。今後の中国における環境問題解決の成否

を考えるとき、こうした意識状況はかなり問題をはらんでいるのではないかと思われる。
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注

1)今 回設 定 した質 問項 目は 、 ア ジ ア経 済 研 究 所 が 実 施 した 中 国 にお け る環 境 意 識 調 査 の項 目(ア ジ 研,

1994)を 若 干 修 正 して 使用 させ て いた だ い た 。 こ こ に記 して、 感 謝 す る次 第 で あ る 。

2)本 章 は 、主 と して井 原 ・勝 原(1995)に 依 拠 して い る。 煩 雑 に な るた め 、 この 本 に よ って い る場 合 、

典 拠 は省 略 して あ る。

3)詳 し くは 、比 較 社 会 変 動研 究 会(1996)の1章 を 参 照 され た い。

4)工 会 と は 、 中 国 の労 働 組合 で あ るが 、 日本 の 労 働 組 合 とは 、 内容 的 に はか な り異 な る 。

5)本 章 の以 下 の記 述 は 、 基本 的 に平 岡(1996)に よ って い る。

6)こ こで は 、一 部 を 除 い て単 純 集 計 表 は 省 略 した が 、 比 較 社 会 変 動 研 究 会(1996)の 付録 に掲 載 され て

い る ので 、参 照 され た い。

7)た と え ば 、1994年8月4日 付 の 日本 経 済 新 聞 に は 、 上 海 で は 、 猛 暑 で 一 部 住 宅地 域 へ の 電 力供 給 が 途

絶 えた と い う記 事 が掲 載 され て い る。

8)こ れ は 、 ス トンプ カ(Sztompka,1993)が 「社 会 主 義 的 心 性(socialistmentality)」 と呼 ん で い る

も の に相 当す る と思 わ れ る。

9)こ う した 解 釈 は 、 高 田利 武 氏 よ り 、「環 境 意 識 が 結 晶 化 して い な い 」 と い う適切 な 表 現 に よ っ て示 唆

され た 。 記 して 、感 謝 の意 を表 した い 。
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付記 本稿は、1995年 度奈良大学社会学部プロジェク ト研究費による研究成果の一部である。

また、今回の調査にご協力いただいた中国の方々に厚 くお礼申 し上げたい。

一108-一 一


